
令和 8 年 1 月 

お客さま各位 

中兵庫信用金庫 

外国籍のお客さまの在留期間の確認に関してのお願い 

 平素より、中兵庫信用金庫をご愛顧いただき誠にありがとうございます。 

 さて、「国民を詐欺から守るための総合対策」（令和 6 年６月 18 日犯罪対策閣僚会議決定）

において、帰国する在留外国人から不正に譲渡された預貯金口座が犯行に利用される実態

がみられるとして、「在留期間に基づいた預貯金口座の管理を強化するなどの対策を推進す

る」旨が決定されております。 

 これに伴い、警察庁は在留期間を満了した外国人口座からの現金出金や他口座への振込

は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する「なりすましの疑いがある場合」

に該当し得るとして、金融機関に対して必要な制限措置を講ずることを要請しています。 

 当金庫では、これら警察庁からの要請などに基づき、下記のことを外国籍のお客さまにお

願いしております。外国籍のお客さまにおかれましては、大変お手数をおかけしますが、何

卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

１．預金口座ご利用中のお手続きについて 

  在留資格、在留期間などを確認させていただきますので、ご本人さま確認書類として、 

在留カードまたは特別永住者証明書を取引店舗窓口にてご提示ください。 

また、在留期間の定めのあるお客さまは、在留期間が満了する日までに、更新後の在留 

カードをご提示ください。 

 ※在留期間満了日までに更新のお手続きが完了しないときは、「裏面に在留期間更新許 

可申請中である旨の記載がある在留カード」または「出入国管理庁から配信される 

申請受付メールの写し」のいずれかをご提示ください。なお、更新手続きの完了後に 

改めて更新後の在留カードをご提示いただきます。 

  ※日本国籍を取得されたお客さまは、日本のパスポートを取得されている方はパスポ 

ート、パスポートがない方は、戸籍謄本など日本国籍を取得したことが確認できる書 

類を取引店舗窓口にお持ちください。場合によっては、運転免許証、マイナンバーカ 

ードが必要になる場合もありますので持参くださいますようお願いいたします。 

  

2．預金口座の解約について 

  在留期間を更新せず帰国されるお客さまや遠方へ転居されるお客さまは、預金口座の 

 解約手続きをお願いいたします。 

以上 




